


期高齢者医療広域連合情報公開・個人情報保護審査会条例（平成１９年広域連合条例

第６号）第１条に規定する長崎県後期高齢者医療広域連合情報公開・個人情報保護審

査会に諮問することができる。 

⑴ 法第６６条第１項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとするとき。 

⑵ 前号に掲げるもののほか、個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようと

するとき。 

（運用状況の公表） 

第５条 実施機関は、毎年度、法及びこの条例の規定に基づく各実施機関における開示請

求、訂正請求及び利用停止請求に係る運用状況を取りまとめ、これを公表するものと

する。 

（委任） 

第６条 この条例の施行について必要な事項は、実施機関が定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

（関係条例の廃止） 

２ 次に掲げる条例は、廃止する。 

長崎県後期高齢者医療広域連合個人情報保護条例（平成１９年広域連合条例第５号） 

（長崎県後期高齢者医療広域連合個人情報保護条例の廃止に伴う経過措置） 

３ 前項の規定の施行の際現に同項の規定による廃止前の長崎県後期高齢者医療広域連

合個人情報保護条例（以下この項から附則第７号までにおいて「旧個人情報保護条例」

という。）第２条第３号 に規定する実施機関（以下この項から附則第５項までにおい

て「旧個人情報実施機関」という。）の職員である者又は同項の規定の施行前において

旧個人情報保護実施機関の職員であった者に係る旧個人情報保護条例第３条第２項 

の規定による職務上知り得た旧個人情報保護条例第２条第１号 に規定する個人情報

（ 以下この項から附則第５号までにおいて「旧個人情報」という。）の内容をみだり

に他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、前項の規定

の施行後も、なお従前の例による。 



４ 附則第２項の規定の施行前において旧個人情報実施機関から委託を受けた旧個人情

報を取り扱う事務（以下この項において「旧個人情報取扱事務」という。）に従事して

いる者又は従事していた者に係る旧個人情報保護条例第９条第３項 の規定による旧

個人情報取扱事務に関して知り得た旧個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な

目的に使用してはならない義務については、附則第２項の規定の施行後も、なお従前

の例による。 

５ 附則第２項の規定の施行前に旧個人情報保護条例第１０条 、第２１条 又は第２４

条の３ の規定による請求がされた場合における旧個人情報保護条例に定める旧個人

情報実施機関が保有する旧個人情報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前

の例による。 

６ 旧個人情報保護条例第３２条 の規定による開示請求、訂正請求及び利用停止請求に

係る運用状況を取りまとめ、これを公表することについては、なお従前の例による。 

７ 附則第２項の規定により旧個人情報保護条例の規定がその効力を失う前にした違反

行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。 

（長崎県後期高齢者医療広域連合情報公開条例の一部改正） 

８ 長崎県後期高齢者医療広域連合情報公開条例（平成１９年広域連合条例第４号）の

一部を次のように改正する。 

第７条第２号ウ中「氏名並びに」を削る。 

第１７条中「これに」を「、これに」に改める。 

（長崎県後期高齢者医療広域連合情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正） 

９ 長崎県後期高齢者医療広域連合情報公開・個人情報保護審査会条例の一部を次のよ

うに改正する。 

第１条中「長崎県後期高齢者医療広域連合情報公開条例」の前に「個人情報の保護

に関する法律（平成１５法律第５７号。以下「法」という。）、」を加え、「及び長崎県

後期高齢者医療広域連合個人情報保護条例（平成１９年広域連合条例第５号。以下「個

人情報保護条例」という。）」を「、長崎県後期高齢者医療広域連合個人情報の保護に

関する法律施行条例（令和５年広域連合条例第２号。以下「個人情報保護法施行条例」

という。）及び長崎県後期高齢者医療広域連合議会の個人情報の保護に関する条例（令



和５年広域連合条例第１号。以下「議会個人情報保護条例」という。）」に改める。 

第２条中「個人情報保護条例第２条第３号」を「個人情報保護法施行条例第２条第

２項」に改め、「規定する実施機関」の次に「及び議会個人情報保護条例第１条に規定

する議会」を加え、同条各号を次のように改める。 

⑴ 法第１０５条第３項において準用する同条第１項に規定する審査請求に関す 

ること。 

⑵ 情報公開条例第１８条第１項に規定する審査請求に関すること。 

⑶ 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平

成２５年法律第２７号）第２８条第１項に規定する評価書に関すること。 

⑷ 議会個人情報保護条例第４５条に規定する審査請求に関すること。 

⑸ 前号に掲げるもののほか個人情報の保護に関する重要な事項に関すること。 

第６条第１項中「次に掲げる」を「保有個人情報（法第６０条第１項及び議会個人

情報保護条例第４条第１項に規定する保有個人情報をいう。以下同じ。）又は情報公開

条例第１１条第１項又は第２項の」に改め、「係る行政文書」の次に「（情報公開条例

第２条第２号に規定する行政文書をいう。以下同じ。）」を、「提示された」の次に「保

有個人情報又は」を加え、同項各号を削り、同条第３項中「第１項の」の次に「保有

個人情報又は」を加える。 

第１４条を第１５条とし、第７条から第１３条までを１条ずつ繰り下げ、第６条の

次に次の１条を加える。 

（委員による調査手続） 

第７条 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に、前条第１項の

規定により提示された保有個人情報又は行政文書を閲覧させることができる。 
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